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上海ロックダウンの現状11

特別編28（無料公開動画）

収録日：2022年6月7日

上海市ロックダウン解除後の状況



１．「上海市の経済回復と復活加速のための行動方案（8方面・50措置）」に
基づく経済支援方針（2022年5月29日発表）

① 企業に対する救済・支援
五険・一金（養老保険・医療保険・工傷保険・失業保険・生育保険・住宅基金）と
税金の段階的な支払い猶予設定、家賃減免、補助金の交付など。

＜社会保険＞
● 疫病の影響が大きな5業種（飲食、小売り、旅行、民間航空、道路輸送・水路・鉄道輸送）

会社負担分の社会保険納付期限を以下の通り猶予申請可能⇒滬人社規[2022]15号
2022年4月～6月分（帰属期間）の養老保険、医療保険、生育保険
2022年4月～2023年3月分（帰属期間）の失業保険、労災保険
⇒ 2022年4月分の社会保険を納付済の企業は、上記期間を1か月延長することも、
4月分を返金申請する事も可能。支配猶予期間中は滞納金不要。

● その他の経営困難業種と中小零細企業
現在検討中（2022年6月7日、上海人力資源社会保障局でのヒアリング）。

● 全ての上海企業
帰属期間2022年2月～4月分の社会保険料、2022年6月30日までに納付することを認める
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<住宅積立金>
従業員代表大会、労働組合の了解を前提に、2022年4月～12月の住宅積立金の支払い
猶予を申請できる（上海市住宅積立管理中心に申請）。
⇒ 滬公積金「2022」24号

● 支払い猶予期間中は、従業員の住宅積立金融資申請には影響しない。
● 猶予期限満了後、納付を開始する必要があり、2023年6月以前に支払い延期分を完納しなくては
ならない。

＜企業所得税の納税申告＞
企業所得税の申告・納付期限は、4，5，6月の申告期限を6月30日に延期。
2021年の企業所得税確定申告・納付期限を6月30日に延期。
疫病による影響で、期限内にまだ納税申告を実施できていない場合、
法に基づき税務局に申告・納付の延期申請が可能（税金延期期限は最長3ヶ月）。
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2）減免
● 国有企業所有物件の賃借

生産経営活動のために、国有企業の不動産を賃借する零細企業、
及び個人企業（中国語：个体工商户）に対して、6か月間家賃を免除する。
・ 運営困難な「民弁非企業単位」もこの内容を参照して執行することができる。
・ 零細企業の定義は、「上海市国有企業が零細企業と個人企業に対して家賃減免の実施細則」・
第(三)条の規定に従い、「統計上大型中型中小零細企業判定弁法（2017）」に基づいて判定する。

注：「民弁非企業単位」とは、企業事業単位、社会団体と公民個人などが
非国有資産を利用して設立した、非経営性社会服務活動に従事する社会組織を指す。

● 非国有企業所有物件の賃借
非国有不動産企業・経営管理主体が、自社不動産を賃借する零細企業、
及び個人企業に対して、6か月の家賃減免を実施することを奨励する。
条件を満たす非国有不動産所有者・経営管理主体に対して、
減免した家賃総額の30%を基準に補助金を交付する（最大300万元）。
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● 減免実施不動産企業に対する優遇
家賃減免を実施する国有・非国有不動産企業に対し、
相応の房産税・城鎮土地使用税の減免を許可する。

● その他
非居民賃借人に対しては、水道代・電気代・ガス代の10％に相当する補償金を
3か月分支給し、また、3か月間のごみ処理費用の免除を認める。
疫病の影響で、房産税と城鎮土地使用税の納付に困難がある納税者の場合、
2022年第二、三四半期の自用不動産、土地の房産税と城鎮土地使用税の減免を申請できる。

3）還付
増値税の未控除税額還付の一層の推進が提示されており、更に多くの業種に対して当該政策を実施する。
⇒ これは既に財政部・税務総局公告2021年第15号、

財政部・税務総局公告2022年第14号等で公表されている政策であり、今回の新たな支援措置ではない。
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② 経営再開
2022年6月1日より、経営開始（経営再開・生産再開・市場再開）
に関する審査制度を廃止する。
⇒ ロックダウン開始後、活動の再開を希望する企業は、政府機関に申請し、

政府機関の審査・受理後に、ホワイトリストとして公表していたが、
6月1日より、この様な審査ステップが廃止された。

③ 投資促進
外国投資に対する信頼回復の為、外資企業の経営再開のためのサービスシステム構築、
奨励対象の多国籍企業の地域本部・研究開発センター設置奨励のための助成金拠出などを実施。
また、輸出還付・輸出信用保険・輸送費安定の支援
（国弁発[2021]57号で打ち出されている方針の繰り返し）。
年間4万台の乗用車ナンバープレート発行。
国家政策要求に基づいて段階的に一部分乗用車の取得税を減免。
NEV購入時の1万元補助。その他。
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④ 保証・支援
経営困難な企業に対する、家賃、融資金利、保証料、就業促進等の助成金を支給。

● 雇用維持
1）飲食、小売、旅行、交通運輸、文体娯楽、ホテル、会議展覧など、

感染影響が重大な7業種において、従業員を解雇しない（殆ど解雇しない）企業に対して、
従業員1名当たり600元の雇用安定保証金を支給する（1社当たりの保証金額は300万元以内）。

2）3か月以上の失業者、及び、2022年に市内大学の卒業生を雇用し、
且つ一年以上労働契約を締結し、規定に基づいて社会保険を納付している企業に対して、
1名当たり2,000元の一次補償金を支給。

● 政府系融資保証料
中小微企業に対する政府系融資は保証料を0.5%とし、政策的創業融資に関しては、保証料を免除。
また、区政府系融資保証機構の保証料を1％以下とする。
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２．ロックダウンが明けて

① 公共場所立入
2022年6月6日0時より、24時間以内のPCR検査結果画面で公共場所の立入を許可。
⇒ それ以前は、72時間以内の検査結果陰性証明が必要であったが、

「72時間以内の陰性証明、若しくは、24時間以内に検査した証明（結果が出ていなくてもよい）」により、
立入りを認めた。

＜発生していた問題＞
● 検査結果が遅い
24時間経過しても検査結果が出ないケースが多発

● システム上のバグ？
検査結果が、健康コード、場所コードにうまく反映されない事態の発生。

また、自宅（小区＝マンション）出入りに際しては、PCR陰性証明不要を強調。
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② PCR検査場所
市内には1万件以上のPCR検査場を設置済。
但し、行列、検査結果の遅れなどがあり、増員を発表。

③ 封鎖区域外感染
6月２日に浦東新区４人、静安区３人
6月３日に黄浦区、徐匯区、宝山区で各１人
6月5日に静安区1人、徐匯区2人
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6月6日よりの管理

PCR履歴

場所コード健康コード
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6月1日（解除初日）
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夕食

6月2日スーパー

6月2日オフィス
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マンション内PCR検査 6月4日マンション内企画

6月4日レストラン街


